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第4７回ゴミパイプライン臨時協議会 議事録 

会議名 ：ゴミパイプライン協議会 

開催日時 ：2025年3月15日（土） 14：00～15：30 

場所 ：芦屋市環境処理センター会議室 

参加者 

利用者の会より 

市より 

共同企業体より

傍聴者 

：山口委員長、友田副委員長、春木委員、浅田

委員、大田委員、三浦委員 

：大上部長、尾川主幹、荒木係長（司会進行）、

林主査、林主任 

：【ＴＭＥＳ株式会社】金澤課長、花岡リーダー 

：２名 

司会 第47回ゴミパイプライン臨時協議会を始めさせてい

ただきたいと思います。 

会議に先立ちまして、芦屋市の情報公開制度に伴っ

て、特に非公開にすべき内容ではない限り、会議の議

事録等を作成して公開という形になっているので、そ

の会議録作成のために、毎度のことながらなんですけ

ど、ＩＣレコーダーで録音させていただきたいと思いま

すので、異議ないということだけ、よろしいでしょうか。

はい。では、ＩＣレコーダー、セットさせていただきま

す。また、会議録、まとめたものについて皆さんに配付

しますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、第47回ごみパイプライン臨時協議会を始

めさせていただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

まず最初に、ファシリテーター導入について、合意内

容の確認ということで、資料、お手元のほうの資料１と

資料２のほうをお願いいたします。 

それでは、資料のほうの説明について、山口様、よろ

しくお願いいたします。 

利用者の会 はい、山口です。資料１と２があります。まず資料１か

ら。この間のワーキングでも御説明させていただいた

んですけども、その内容を説明させてもらいます。 
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２ページに目次というのがあります。で、これはファシ

リテーター導入のまず、目的と役割を明確にする。そし

て、ファシリテーターに、こういうことをしていただきた

いというような役割を決めます。あとはその背景、なぜ

そういうものが必要なのかということ、それから過去、

私たちと芦屋市が一緒にやってきた、どんなことをや

ってきたのかを取りあえずファシリテーターの方にも

理解していただくということで、歩みという形にまとめ

ました。 

そして、実際の現行のパイプラインの劣化が進んでま

すので、その状態と問題。そして、それに伴って、じゃあ

代替案をどう検討しているかとかという話。で、今後

の課題として、いろんな方がいますんで、それをファシ

リテーターを交えて２年以内に代替案を作っていきた

いということです。 

それから、７番目にはファシリテーターに担っていた

だきたい具体的なこと。そして８番目はワーキング・グ

ループとファシリテーターが一緒になって、目指すゴー

ルは何だろうかという確認。で、最後にスケジュールと

いうことを、ここに、文書に書いて、まとめてみました。 

では、次のページ、３ページですね。はじめにというこ

とで、この老朽化したパイプラインをどのようにスムー

ズに代替案に持っていくかということで、ずっと議論

を重ねてきました。重ねる中で、なかなかうまく前に進

むことができない状況もありますので、１つファシリテ

ーターというのを入れて、中立的な立場で議論を整理

して、効率的な、建設的な合意形成をうまくつないで

いきたいということで、こういうものを考えていますよ

と。 

で、２番目、ファシリテーターの導入の目的と役割は、

導入の目的は、議論の停滞解消ということで、なかな

か前に行ったり後ろに行ったりしていましたので、それ

をきちっと確認しながら前に行きたいと。 

それから合意形成の、まあ同じようなものですけど

も、当然芦屋市の立場と市民の立場と、合意するとい

うこと。利害関係が異なることが、これ、ありますので、

双方が納得できる枠組みを作るということ。 
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そして、新しいパイプライン、どうするかということ

で、システムの移行をできるだけ具体的に早くしたい

と。そういうものを作っていただくということが導入の

目的となります。 

で、ファシリテーターに具体的に期待する役割として

は、そこに４つ書いていますけども、議論の活性化と進

行管理をしていただきたい。現在では、この進行管理

とか活性化が、なかなか間に立つ人がいなくて、まと

まりができないということが１つありましたので、その

辺の進行管理をきちっとやっていただきたい。 

それから、可視化をして調整もしていくと。懸案をき

ちっと整理して、みんなで共有化して、見える化をし

て、優先度を引き出していくと。そして合意形成をして

いくと。特に対立した議論もありますので、その辺をき

ちっと整理して、または、また未解決の問題もあります

ので、その辺を合意形成に導くと。で、ファシリテータ

ーは中立的な立場で、あくまでも公平な視点で議論を

前に進めていくと。こういう４つの役割をファシリテー

ターのほうに担っていただきたいという、まとめです。 

４ページ目になります。４ページは、芦屋市と利用者

の会が一緒になって問題点をずっと、ここ何年間やっ

てきましたので、それをここに簡単に歴史をまとめて

います。私たちの利用者の会は、2015年の11月にス

タートして、何とかパイプラインを存続したいというこ

とで結成されました。で、アンケートとか署名活動をも

って、芦屋市のほうに談判に行かせていただきました。

その中で、私たちは２つのことをお願いしまして、１つ

はパイプラインを存続させていただきたいということ

でした。だけど残念ながら、にっちもさっちもそこは議

論が進まなくて、それじゃあ一緒になって問題を解決

しようじゃないですかという、そういう話合いを持ちた

いということを提案しましたら、即市長はやろうという

ことで、その年の９月から、この協議会というのがずっ

とスタートして。 

当時は毎月１回、ここで行ってやります。それがパイプ

ラインの協議会の設立です。その中で、いろんな問題が

ありましたので、それを一つ一つ一緒になって、問題解
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決をしていくと。そういう枠組みができたわけです。 

その中で、特にいろんな、技術的な問題もありますの

でワーキング・グループというのが、その下にあり、設

立されまして、その中でいろんな問題を詰めていこう

ということです。その中でＴＭＥＳさんも途中で参加さ

れて、三者が一緒になってパイプラインの問題を具体

的に解決していくという状況にずっとなっております。

その中で、包括契約というものが開始されましたの

で、その辺も含めて、ごみのマナー、代替案の検討など

をやっていきました。 

その中で、3.4って書いているのですけど、私たちは

「トラブルＺＥＲＯ」と、ちょっとここ１週間ぐらいトラブ

ルが続いているのですね。本当に利用者の会として申

し訳なく思っているのですけども、そういうものを何と

かゼロにしたい。できるだけパイプラインが、決められ

た期間内を維持したいということです。それから、マナ

ー違反の防止とともに、食品ロスとかＣＯ２の削減と、

そういう広範囲な問題もやっていきたいということ

で、いろんなことを目標立てながら実行していく。 

それから、私たちとしては、年次報告書というものを

作って、これは当然、芦屋市のほうも年次報告書を出

されているのですけど、私たちはパイプライン利用者

の方全員に、この年次報告書というのをお配りして、そ

ういうのを啓発してやっております。 

と同時に、利用者の会は各管理組合の理事長、それ

から自治会の会長さんが来ておられますので、毎年メ

ンバーが替わります。それなので、何とかその継続性を

持たせようということで引継書というものを作って、

毎年その方たちに配って、何とか議論が継続するよう

にもっていこうと、こういう形の活動をしているのが４

ページです。これもファシリテーターの方が来られた

ら、これを、こういう活動をしていたというのを理解し

ていただくのに作りました。 

で、次のページ、現行のパイプラインの劣化状態とい

うことで、ここに写真を芦屋市からいただきましたの

で、これは新浜町のパイプだと思うのですけども、こう

いう、劣化状態が非常に進んでいますと。特に雨が降
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るとパイプラインが停止すると。それから工事費用も相

当かかるということで、この辺の不安といいますか、問

題点が１つ浮き上がってきています。 

それから、維持コストも、一応プランでは2.６億円、毎

年考えておるのですけど、それを下回っていますので、

それなりに成果は上がっていますけども、今後とも２

億円という費用が本当に妥当なのかということを絶え

ず考えなきゃいけないということになっております。 

それに伴って、今後は当然南海トラフを含めた自然

災害への対応というのが考えなきゃいけません。いつ

何どき来るか全く分かりません。これは個人的に非常

にしょうもない話なのですけれども、先週、芦屋市の医

師会の、私の持病の講座がありまして、その先生から

言われたのは、万が一地震が起きて、南海トラフが来

たら、病院は全部駄目になります。それから薬局も駄

目になります。だから皆さんは必ず薬をもらっている

方は１週間分余計にもらってくださいということで、そ

ういう地震に対する啓発を受けまして、昨日、病院で１

週間分多くもらったのですけれど。そういう自然災害

に対してパイプラインがどう対応するかということを考

えなきゃいけません。 

それから、今後の老朽化に対して迅速に代替案を立

てる必要があります。と同時に、私たちのこの利用者

の会のメンバー見ていただくと、私が一番若いくらい

で、昭和25年生まれです。そういう状況なので、いつ

何どき、どう体調がなるか分からないという状況なの

で、それも含めて、やはり早急なことをきちっと議論を

して合意形成を図ると、そういうことが今後必要では

ないかということがバックグラウンドにあります。 

次のページは代替案の検討ということで、過去、検討

したことがあります。最初にテクノキュームとか、ごみド

ラムとか、施錠付き、これはパイプラインの条例化をす

るときに、いろいろ検討したものがあります。その後に

出てきたのがリサイクルカートということで反転するコ

ンテナ付きのパッカー車ということで、これで非常に負

担が少なくなるだろうとか、ＳｍａＧｏ（スマゴ）というの

が最近出ていまして、これは私も見に行きましたけど
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も、そういうものを少しずつ今広がっております。 

こういうものがどうなのか。それから、地下ピット方

式というのも提案されて、これもどうなのかと。こうい

うものを提案、検討をしていっております。と同時に、

各案については、今後、その導入費用とか、日頃のロー

リングコストとか、衛生面とか利便性とか環境負荷と

か、そういうものを考えながらもっと新しい技術が出

たら、それも含めて、何とかここ２年間ぐらいでやりた

い、検討したいなということです。 

それから具体的に検討したのは、ここに5.2に書いて

いますように、有力の候補として、700ℓクラスのポリ

エチレン製のカート、こういうものをワーキングで１年

以上かけて細かい検討をしていました。 

課題としては、ごみステーションの管理費用。導入費

用は芦屋市が持つということで、これは決まっていま

すけども、じゃあ、その後どうするのかということで、

基本的にはそれぞれの団体が管理するということです

けども、もう一遍これをきちっとお互い納得いくよう

なことを結論出さなきゃいけないし、場所をどうする

のかと。特にパッカー車が入れない狭いところ、それか

ら高層住宅、こういうのはなかなか細かい問題がいっ

ぱいありますので、その辺をどうするか。それから24

時間いつでも出せるようにするのか、指定するのか、そ

の辺の議論もあるかと思います。この辺も含めて、今

後、代替案を検討しなければならないということにな

ります。 

次のページですね。次のページは具体的な今後の検

討課題としてどういうものがあるのかということをこ

こにいろいろ挙げております。これは当然、利用者の会

でこういうものを解決してほしいという、代替案に関

する要求も出しておりますので、それも含めて、どうす

るのかということで、まず費用負担の問題、それから具

体的な新しいシステムの選定、それからデザイン、それ

から運用に関わる課題、こういうものを一つ一つお互

いの合意形成を図っていかなきゃいけません。 

それから設置場所、それからインフラに関わる課題。

特に、今、道路交通法とか公園法とか、そういういろん
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なものはお話を芦屋市から聞かせていただいたのです

けれど、そのほかにも設置場所に関して、いろんなこと

を考えなきゃいけない。恐らく現場に行って話合いす

ることも必要だと思います。それから、住居、家の前に

本当にそういうもの置いて大丈夫なのかとか、ごみを

収集課の人が運ぶための距離をどうするかだとか。そ

れから強風とか、そういうものにどう対応していくか、

それからにおいとか騒音とか、そういうものの対応。 

それから収集方式としては、週何回、じゃあやるのか

ということを、最初は５回するということで合意は得て

いるのですけれども、いろいろ考えると、それでいいの

だろうか、それから時間はどうするのかとか、それから

収集ルートをどうするのか、騒音問題をどうするのか、

それから代替収集車のサイズ、これ８トン車両、４トン車

とあるらしいけども、それをどうするのかを考えなきゃ

いけません。 

と同時に、最後に新しい環境への対応ということで、

非接触型のごみ収集のシステムができたらいいなとい

うことで、これもいろいろ、実際現物を見させていただ

いて、ワーキングの中で、こういうものだというのが分

かったということがあります。と同時に、電気自動車と

か、今、新しく水素自動車、水素、神戸はたしか入れて

いますね、入れますかね。あと私が住んでいた博多も

導入していますけども、こういうものも考えなきゃいけ

ないよということです。 

ここにファシリテーターで、最後に８ページに担ってい

ただきたい。これは意見がいろいろ出てきますので、そ

れを合意形成を図って解決を導いていくと。それから

実証実験もプランの中にはありますので、それをきち

っと最終的に評価基準、評価をして、選定をしていく。

で、合意形成をして、きちっと文書化して、何度も議論

が戻らないようにしていくと。こういう３つをしていく、

具体的にファシリテーターに担っていただく。 

同時に、８番として、これは大切なことなのですけれ

ども、ファシリテーターとワーキング・グループが目指

す最終ゴールは１年後に計画している実証実験を成功

させるために、住宅形態ごとに適したごみ収集案を３
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つぐらい、代替案と提案して円滑な合意形成を進めて

いく。こういうことを２年後には見える、そういうこと

を文書化してやっていくと。そういうことを作成するこ

とが最終的な目標となります。 

具体的な目標は、住宅形態ごとの収集方法の確定。

それから住民、自治体・事業者間の合意形成。だから

単に利用者だけが得をするとか、そんな視点じゃなく

て、収集する方々もメリットがあるし、芦屋市の環境施

設課もメリットがあるし、利用者の会、それから利用者

の方にもメリットがある。そういう非常に難しい、困難

な道はあると思いますけども、そういうものを何とか

図っていきたい。と同時に、こういうやり方がうまくい

けば、ほかの芦屋市が抱えている問題もですね、一つ

一つのテストプラクティスになるのではないかと私は

思っております。 

あと、９ページ、実証実験の計画の作成とか評価と

か、そういうことがあります。ワーキング・グループは一

緒になって問題を解決する。 

最後に、10ページに全体スケジュールで、今、ワーキ

ングで１月からずっとやっているのですけれど、ファシ

リテーターの導入準備。それから芦屋市としては本格

的に４月からファシリテーターを選定されると思いま

す。そして、いよいよファシリテーターを入れてキックオ

フをして、何とか半年間ぐらいで代替案の幾つかの提

案ができて、来年、来期からは、それを基に住宅を幾つ

か、戸建て、それからタウンハウス、中層、高層ぐらい

を、４か所か５か所か分かりませんけども、そういうと

ころで実際に実証実験として、そこでやってみると。 

で、それを踏まえた最終的な案を、幾つかに絞って、

２年後にはそういうものが一応出来上がるということ

を目指してやっていこうということで、最後の11ペー

ジに、ファシリテーターの方は中立的かつ専門的な視

点から、芦屋市と利用者の会がこれまで積み上げてき

た議論点、議論を整理して、最終的な合意形成をうま

くやっていきたいと、そういうことでファシリテーター

を導入しますよということになります。はい、以上でご

ざいます。 
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司会 はい、山口様、ありがとうございます。 

このたび、臨時協議会を開いたのも、来年度、今、２

階のほうでこのファシリテーターの業務委託という形

で予算の計上をしておりまして、実際、来年度にそれを

導入するに当たって、契約の行為を始めていくという

形で、先ほど山口様から説明のあったように、後戻り

がないようにという形で、一応ワーキングのほうでは

議事録が残らないので、こちらの協議会で議事録が残

る形として、皆さんに合意をしていただいて、加速させ

ていくというような趣旨で開きました。 

で、背景にありますのが、埼玉県の八潮市の下水道

管の老朽化による陥没、そして皆様に御迷惑をおかけ

します、高浜の８、９の上部の穴あきによる陥没という

形もありまして、やはり芦屋浜のパイプラインについて

は相当時間が経って、今までとは異なる部分で老朽

化、見えない部分で発生しているところで、今後、代替

収集方法を検討していくことを加速させる必要がある

という形で考えております。 

今年度、林主査のほうから提案がありました、リサイ

クルカートの導入についても、皆さん御協力いただい

て、週３回で収集していただいて、それに伴う利用者様

のほうの利便性等についても、いろいろと御意見等、

御協力をいただきました。さらに直近で言いますと、

若葉のほうの詰まりにおいても、詰まってしまったとい

う形で臨時収集をせざるを得ないというような状況に

なっておりまして。ということもありますので、今後、何

かしらのトラブルになって、もう立ち行かなくなったと

きに、すぐに代替収集方法に切り替えられるように皆

様と協議していって、早めにやっておくという形が必

要かなというふうに考えておりまして、来年度ファシリ

テーターを導入したいなと思っています。 

こんなこと言うのは失礼なのかもしれないですけど、

利用者の会様のほうの高齢化というのと、芦屋市サイ

ドとしても結構人事異動で皆様とせっかく、何ていう

のか、協議しているところもあるにもかかわらず、芦屋

市の中の人事の配分によって、担当者がころころ替わ

るところもございますので、なるべく皆様とこの関係
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を保っている状況で早めに結論を作り上げたいなと思

います。 

新技術についても注視しながら、先ほどの水素によ

るパッカー車。今ですと水素バスが一番メインになって

いますけど、そういったものの技術革新等も踏まえな

がら活かしていきたいなと思います。 

資料２のほうにつきましては、適任のファシリテータ

ーの選定につきましてという形で、こちらの資料、山口

様のほうから、もう一度説明をお願いいたします。 

利用者の会 ファシリテーターの選定に関して、芦屋市に対しての

利用者の会の要望という形で書かせていただきまし

た。当然これはいろんな問題がありますので、私たちが

直接選定するわけにはいかないということなので、要

望という形で、こういう要望を芦屋市のほうに、ファシ

リテーター選ぶときには決めてほしいなということ、私

たちの要望書です。 

まず、ファシリテーターの条件としては、その方、その

会社の実績・経験というものが１つあるかどうか。特に

こういう市民と、それから市とか行政ということの多

様な利害関係が関わる場合の、そういう経験を持って

おられるかということが１つ選定の条件として必要で

す。それから、その下の自治体との協働、一緒になって

何かを議論の合意形成を図っていった経験があるか

どうか。それから、住民との対話ですね。住民とのそう

いうプロジェクトとか、そういうものに関わったことが

あるかどうか。特に住民との対話に関しては、住民は

いろんな形の方がおられますので、その辺をうまくま

とめられて円滑に進めるか、実績があるかどうか。こう

いう会社及びその方の実績、経験というのが１つ大切

ですよと。 

２番目、ごみ処理・環境分野の知見。できましたら、ご

み収集に関して、また廃棄物に関しての基礎知識を持

っておられる方がより望ましいと考えております。最低

でも勉強していただいて、その知識を今後とも学んで

いかれる、私たちと一緒に学んでいかれる、そういう基

礎知識を持っている方。それから、持続可能なごみ処

理のシステムの知見ですね。当然、環境負荷に関する
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ことやとか先進的なごみ処理のシステムの事例を理解

していただいていると、そういう方のほうが望ましいと

いうことで、ここに知見が必要ですよというのを挙げ

ていただきました。 

３番目は、これはファシリテーターそのものの能力で

すね。議論の整理整頓、調整能力、それから中立性の

確保、合意形成の推進力。こういうものをその方が当

然能力として、スキルとして持っていただく。 

最後に４番目には、コミュニケーション能力が非常に

大切ですんで、明瞭な説明力と話を聞く力、こういうも

のを持っていただく。 

この４つの実績経験、それからごみに関する知見、フ

ァシリテーターの能力、それからコミュニケーション能

力、この４つを、まあ理想かもしれませんけども、その

方に持っていただくような人を芦屋として、ぜひとも

選定していただきたいと、そういうふうに考えて、ここ

に文書化したものです。以上です。 

司会 はい、ありがとうございます。こちらの適任のファシリ

テーターの選定についてで、利用者の会様からの要望

という形で収めていただいていますのは、業者選定に

当たります、この要望、選定の理由、選定のその４項目

が外部に出てしまいますと、また、談合という形になり

ますし、この選定の要件の４つの要望が全て反映させ

られるかどうかは契約検査課等々、協議が必要になり

ますので、あくまでも要望という形で収めさせていた

だいております。 

それでは、ここまでの資料等で何か御意見等ござい

ます方いらっしゃいますでしょうか。ワーキングで今ま

でちょっと話し合わせていただいておりますので。 

司会 少々お待ちください。ちょっとＩＣレコーダーの関係

で、マイクで発言お願いします。 

利用者の会 ラヴェール芦屋の三浦です。６ページの終わりのほう

の課題のほうの一番上の分ですね。ごみステーション

費用負担の管理の分担って書いてあるのですが、ちょ

っとこれ分かりにくいから、分担と管理、何かごちゃご

ちゃになっているような感じがするのですけれど。 
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利用者の会 ６ページ？ 

利用者の会 ６ページです。 

市 ６ページの課題のところですね。 

司会 ６ページの一番、課題の一番上の黒ポチのところです

ね。 

利用者の会 下のほうの課題。 

司会 ごみステーション費用負担の管理の分担。 

市 ああ、なるほどね。 

利用者の会 うん。ちょっと分かりにくいんやないの？この言葉遣

いが。 

市 そうですね。 

利用者の会 もうちょっとはっきりさせたい。 

市 ああ、なるほど。確かに。 

利用者の会 以上です。 

市 管理区分とかって。 

司会 費用負担と管理の分担という２つが、能動につなが

ってしまっているということで。 

利用者の会 そうそう。 

司会 実際は並列という形。 

利用者の会 何か費用負担、どうするか。ごめんなさい。費用負担

と管理いうのは、ちょっと話がちょっと別の問題。何か

一緒くたになっているような感じ。 

市 だからごみステーションの費用負担や管理分担につ

いてということですね。 

利用者の会 意味は分かるのですけれど。 

司会 費用負担や管理の分担についてって修正いたしま

す。 

利用者の会 「と」やな「と」とか「や」やな。 

市 ああ、「と」でもええか。 

司会 「と」でも。 

利用者の会 「と」か「や」やな。 
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司会 「と」か「や」ですね。はい。ちょっとこちら、再度、修正

させていただきます。ほか、何かございますか。 

利用者の会 ７ページの今６の１で。 

司会 ちょっと待ってくださいね。 

利用者の会 今の。 

司会 ７ページですか。 

利用者の会 ７ページの６の１で、ここに書いてあるけども。 

利用者の会 ああ、いやいや、分かるんやけど。意味は分かってい

る。 

市 要するにこれをファシリテーターの方が見て分かるか

どうかというところのために文言をちょっと訂正する。

司会 そうですね。７ページに同じようなこと書いてござい

ますが、ちょっと修正、６ページのほうは修正しておき

ます。ほか、ある方いらっしゃいますか。春木さん。 

利用者の会 どうも御苦労さまです、春木です。ちょっと気になっ

ているところがあってね。これ何ページや、11ページ、

10のおわりにというところで、最後のほうですね、「私

たちは、ファシリテーターの方と協働しながら、透明性

の高いプロセスを進め、すべての関係者が納得できる

新たなごみ収集システムの実現を目指してまいりま

す。」ということで、目標が令和８年度、来年度かな、そ

この３月にはもう公式に代替施設計画を公式に承認す

るということを書いているんやけど。 

市 来年、再来年やね。 

利用者の会 え？再来年？うん？いや、再来年やなしに令和８年度

ってなっている。 

市 令和８年度やね。 

利用者の会 ８年度やね。 

市 そうです、８年度には。 

利用者の会 そやから、今年度は令和７年。来月から令和７年度

で。 

市 ああ、はいはい。 

利用者の会 来年度やね、令和８年度。８年度には、もうそういうこ
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とでやるということでなっているんやけども。これで決

まったら、恐らく問題になるのが、一応条例で決めた

年度いうたら、あれ何年度やったかな、令和15年度な

んか。 

司会 はい。条例では令和15年度から６年かけてという。 

利用者の会 15年度からスタート、変えていくということになって

いるんやけどね。 

司会 はい。 

利用者の会 そしたら、令和８年度で、これ計画決めてしもたら、ほ

んなら、いつ変えるんだということがね、ちょっと議論

になるのと違うのかなという、その辺がね。 

市 基本的には条例のとおり、やるつもりです。 

利用者の会 いや、それはこの中では皆さん分かっていると思うん

やけどね。ただ、これ公式にということは、芦屋市とし

て発表もするし、議会でも報告もするし。そうなると、

議員がね、その時々の状況に応じて、また出てくると

思うのですよ。ファシリテーターでお金使って、ほんで

配管の修理もしてやっているのに、もう決めたんやっ

たら、もう早いこと変えたらいいんじゃないかと。 

住民も一体となってね、こうやって決めたやないか。

そしたらもう変えたらいいんじゃないかという意見が

ね、また大きくなると思うんですよ。そやから、その辺

はね、十分、これやるにしても、公にするにしても、やっ

ぱりその辺を十分説明というか、議員の皆さんにも

ね、市長にも十分納得してもらっといてほしいなと思

うんですよ。でないと、また、もう決めた言うたら、もう

ここで完全に決めた、住民もみんなで決めた言うたら、

もうやったらいいのではないかという意見がね、また

出てくると思うんです。そやから、その辺もね、よろしく

お願いしたいと思いますので。 

それと、収集事業課ね、たとえ現状どうなっているん

だというのは、芦屋市全体でパイプライン地域以外の

ところも含めてね、現状はどういうふうにやっている

のかいう、やっぱり現状把握がね、非常にやっぱり大事

やと思うんですよ。それによってもう全然違ってくるし

ね。だからまた収集事業課の人にも、その他の地域が
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どうなっているというね、これの協議の中の項目も含

めて、それも十分まとめといてほしいなと思うんです

よ。その辺、また時々は出席してね、その辺、十分お願

いしたいと思います。 

司会 はい、ありがとうございます。御意見がありました収

集事業課のほうにつきましては、資料等も協議、協議

というか、情報共有させていただいておりまして、この

ファシリテーター導入することについてももう既に伝

達済みです。で、時々によっては出席していただいて、

御意見いただかないといけないところもありますし、

収集事業課だけではなくて、道路・公園課、実際設置

するに当たって支障がないかどうか等を芦屋市の景

観も含めて協議していきますので、必要な課について

は私どものほうから訪問することもありますし、実際に

出席していただいて、どういうトラブル等が想定され

るから、そこを是正というか、そこを反映してほしいと

いうような意見も、実際の声を聞きながらやっていき

たいなとは思っております。 

利用者の会 それと、一戸建てやとかマンションやとか。 

司会 タウンハウス。 

利用者の会 タウンハウスとか含めて。ほんで、外部に委託してい

ると思うんやけど、その辺の意見なんかもね、収集課

に委託しているんやね。 

司会 はい。民間、一部地域においては民間企業に委託し

ていますので、そちらのほうの意見も。 

利用者の会 ごみステーションどのようにしているとかね、それも

含めてね。 

司会 そうですね。 

利用者の会 ほんで、管理をどうしているのかということね。それ

住民で管理していると思うんやけど、それも含めて現

状把握、よろしくお願いしたいと思います。 

司会 はい、ありがとうございます。 

利用者の会 潮見町の野村です。基本的にこのファシリテーターを

入れてというのは賛成なんですが、このスケジュール

の件についてですが、合意形成を、代替案がある程度
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できた段階で、この時間的にもう少し時間が欲しいん

です。 

というのは、我々恐らくそのときには、複数の案、３つ

ぐらいっていうふうに言われていますけど、３つぐらい

の案を作ったものを住民の自治会、我々潮見の場合は

潮見南の自治会の中で持ち帰って、住民でその中でど

れがいいのかというのを個々に検討しなきゃならない

わけですね。これは恐らくほかの一戸建ての中であれ

ば、新浜の地区もあれば、浜風の地区もあり、また南芦

屋浜のところも、それぞれの自治会が、自治会なりそこ

の団体が利用者の会なりで話をし、それを皆が持ち寄

った中で、一体ある程度その中でも、もう一度まとめ

上げて決めていくという形を取らないといけないと思

うのに、今まで７年間かかってやって、このワーキング

やってきたわけです。 

で、これ半年で決めろとか言うのは、ちょっと時間的

にここ無理があると思うんです。そこで恐らくもう少し

時間が必要やと思うんです。だから、その中の時間を、

だから202６年の４月から５月、環境整備と住民の調

整が始まって、データ収集が行って12月にはここ出さ

ないといけない。６か月しかないわけです、 

ここで準備して。で、その次に１月から３月に公式に承

認すると。この時間の、このスピードはね、恐らくちょっ

と、もう少し時間をもらわないと、ここで無理やり決め

たとか、合意形成にもう少し時間を作らないと私は難

しいというふうに考えております。 

だから、もう少しこの10ページの９番のスケジュール

の中の６番以降ですね、６、７、８のここのところの時間

をもう少し時間が欲しいというのは、ここで話しするだ

けじゃなくて、協議会やワーキングで話しするだけじゃ

なくて、それぞれの自治会なり、そこの中のとこで話を

詰めないといけないこと。そうでないと、住民本位の

中で決めていこうと思えばできないと思うんですね。

だから、どうしてもそこのところに時間がほしいという

ふうに思っております。 

利用者の会 今、野村さんが言われたとおりで、条例で住宅形態に

応じた設備と代替設備というのは載っていたと思うの
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ね。ということは、住宅形態に応じた住民のそれぞれ

の代表に出てきてもらって、話し合っていく必要があ

るんじゃないかというふうに思います。だから我々でこ

の今で協議会メンバー、ワーキング・グループのメンバ

ーの中で、やはり住宅に応じた、住宅形態に応じたも

のが集まって、ある程度の話しする必要があるのでは

ないかなと思います。もう全体的なんも、高層とかね、

それで一緒に話しするんじゃなしに、それぞれで話す必

要があるのではないかなというふうに思うわけやね。

ちょっとこのスケジュールでは非常にタイトな面がある

のではないかなというふうに思います。言うてること

分かります？ 

司会 はい。スケジュールが一部タイトじゃないのかという

ような御意見いただきまして、まあ。 

市 まあ実際。 

司会 あ、山口さん。 

利用者の会 一つだけ。そろって見とったけど、これ今回ね、ファシ

リテーターに委託したいということは、ちゃんと予算書

の中で入れて、公で申請して受けたわけやわね。 

市 だから今回予算審議の俎上に乗った。 

利用者の会 乗ったからね。 

市 はい。 

利用者の会 そやから、こういうふうにやった結果は公式承認とい

う表現になったと思うんですよ。そやから、この辺を

ね、もうちょっとこう、今、野村さん、大田さん言うたよ

うに、そこら辺のこの計画をもう決めて承認やって言

うんやなしに、今までの進んできた、これの中で、一応

方向を決まりました。だから、その後、具体的に進めて

いきますとかね。何かうまい、この表現の仕方あったら

いいのに、利害もなくすような。そうでないと、やっぱ

りね。 

市 この公式承認というのが、最終決定とは思ってない

です。 

利用者の会 いやいや、そう取る人がおるよ。このファシリテーター

を置くのも含めてね。 
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市 ただ、これはね、あくまでもこれは例えば戸建ての中

で３つの案がある、高層の中で３つの案がある、中層、

タウンハウスで３つの案があるという形なので、それを

実証実験という形でやらせてもらって、やっぱりそれに

よって、その不具合というのは出てくると思います。 

その不具合というのが、そのいいデータになると思い

ます。だから、それでここの案は１個消えたねとか、そう

いう形になって。で、これから後、令和15年までに関し

ても、技術革新というのは注視、さっき荒木も言いま

したけど、注視をした状態で、もしより良いのがあった

らそれは乗り換えるというのはもちろんありです。 

だから基本的にはこういう形で一度、公式承認をし

た形で。その先ほど言っていたみたいなスケジュール

がタイトであるというの、それはもちろんちょっとタイト

だと我々も思います。ただね、実際これ今から１年後ぐ

らいにステップ５ですね、202６年１月から３月、ここで

最終代替施設案の合意という形で、ここである程度一

旦決まります。で、ここで地元に下ろしていただくこと

ができると思います。 

その中で実際、実証実験の準備という形で、実際に

その高層の人、戸建ての人とかと話をして、ここの地

域は１回、じゃあこのカート入れましょう。ここの地域は

これを、カラスいけいけ入れますとか、そういう形で話

をしていって、ほんでやってみてどうなるかという、こ

の実験の期間が202６年４月、５月、ステップ６、７です

ね。そこから約１年あるという形なので、地元に下ろす

時間も１年あります。 

だから、ここはちょっとタイトって思うかもしれません

けども、そのときは逆に相談してもらって、我々がそこ

の地元に入ってちょっと説明させてもらうとか、そうい

う形で進めていくことは可能やと思っております。 

利用者の会 潮見町の野村です。今、尾川課長の御意見よく分か

るのですが、その中で具体的に１月から３月合意という

ふうにおっしゃっていますけど、ちょうどこの前の我々

自治会の中で、皆さんに話をする機会があったもので

すから、今代替案について、これからちょっとエンジン

かけて頑張って、来年の３月の総会のときには、皆さん
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にある程度説明ができるとこまではいけるでしょうと

いうような話をさせていただきました。 

というのは、今現状、我々、私どもが総会で話をする

には、何も決まってない状況なので、カートがあると

か、今まで話をしてきたことはありますけども、そこか

ら先がもう少し詰めないと、皆さんに発表する段階で

はないということで遠慮したのですが。 

３月だったら、もうこれ、ここで決めんといかんわけで

すね、合意形成。で、我々、そこで話をして、その３つぐ

らい案が出てきて、皆さんどうなんですかというよう

なとこで、そこから我々としては半年ぐらいかかるよう

な予定なんですよ。 

ほんで、もしその３月で決まる、この５番のとこで決ま

ったとしても、ここでそしたら例えば一戸建ての場合だ

ったら、今、濃厚なのは基本的にカートを使うというの

は濃厚なわけです。で、そのカートを何らかのステンレ

スか何かの箱に入れると。ほな、そのステンレスの箱自

体もですね、成形も何もできてへんわけです。 

で、具体的に、例えば市販の何か物があって、それを

買うてきて、そこへ入れられるんやったらいいけども、

恐らくそうはいかなくって、やはり成形して、そのもの

自体を作らんといかん。ほな、蓋の開け方はどうする

のか、そこに所管の名はつけるのかとか、箱、蓋を開け

る重さはどうなんやとか、どっち側から開けんのやと

か、そのごみのカートを取り出すのは、今度ごみの収集

課がどうしたほうがいいんやとか、そういうのを決定

するのに、これ、ここに誰も、私ちょっと、この中で市役

所の林さんにＣＡＤを使えるという話をさせていただ

いたこともあったと思うんですけども、実際プロ要らな

いんですよ。

その中で、これ、このスピードでやれっちゅうのは、ち

ょっと無理があると思います。だから、もう少しここを

時間もらわないと、今までもその左右エンジンかけて、

ばあっとやったために、後で語弊が、いろんな中で出た

こと、初期段階ではあったわけですね。だから、これに

関しては、せっかくここまで持ってきて、ここまで皆さ

んで話をしているのであればもう少し。といってね、
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我々も今度年齢の、先ほどもおっしゃっていたように、

みんな年齢取っていますから。でも、ここの１年、２年、

半年、その時間に関しては、できるだけ今までも我々

使ってきたことをやりたいと思っています。

で、もう一つは我々は７年間同じことばっかりやって

きたら、やはり自分たちがやってきた積み重ねの中で、

これはこういう形がいいやろうなというふうに思って

いるわけです。 

ただし、ここで、やはりこの我々考えてみたら、実際こ

れ変わるときなんて、あと10年先なんですよ。10年先

になったら我々半分生きてない状況のような形になる

わけです。だからもう一つ、ここで我々もワーキングや

利用者の会もバトンタッチをして、実際若い人に、今後

使っていかれる方にどうやってバトンを渡すかという

問題もここ含めてやっていかんといかんわけです。 

で、今、我々としてこの段階は、今、我々しかバトンタ

ッチできる人間、この中で探せ言われたらできないん

です。だから、できるだけ我々その中のことも考えなが

ら進まないといけないと思うので、どうしても時間をく

ださいというのが私の主張です。 

利用者の会 潮見町の大田です。今、野村さんが言われたことと同

じようなことなんだけどね、潮見のほうで、ある代替、

代替物、設備いうのかな。決めたとしても、ほかの地域

の戸建て住宅の住民の人がどういうふうにするのかと

いうような問題が起こってくると。潮見ではこれを採

用するように決定しましたという結論が出たとしても、

ほかの戸建て住宅の住民の方はどうなのかと。 

で、設備投資に関して、初期の設備に関しては、市が

負担しますよという条例になっているけどもね、これ

潮見が代表できるものでも何でもないと。この辺のと

ころをどうしていくのかと、今後ね、いうのも考えとか

ないけないなというふうに思いますけどね。 

市 やっぱり皆さん御存じのように、今、パイプライン、特

に芦屋浜の状況というのは予断を許さない状況です。

最近も御迷惑をおかけしている高浜町であったり、若

葉町。 
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で、この前の高浜８、９。ツルハドラッグの上のところ

ですけどね、とかもうああいうことが頻発しています。

だからパイプラインの穴あき工事についても、来年これ

だけ、こことこことこことこことここ、やろう言うてて

も、もっと優先順位の高いのが出てきます。 

ほんで入替えをしたり、何か方法を変えたりして、そ

のお金を何か、今、算段してやっている状態。この状態

で、いつ立ち行かなくなるか分からないという危惧が

あるのと。で、皆さんの高齢化というのも踏まえて、や

っぱりちょっと急がなあかんという形でこのファシリテ

ーターという案が出てきて。特にうちの林のほうでい

ろいろ調整して、こういうスケジュールになっていま

す。 

ただ、これがもし、ちょっと地元に下ろす時間が欲し

いから、あと１年延ばしてくれとかという話であれば、

それはもちろん下ろす時間が必要なのであれば、そう

せざるを得なくなります。皆さんがそう言うのであれば

ね。その利用者の会としてのあれはちょっとこの２年間

では厳しいというのであれば、それはそのそういう形

で進むべきと思います。 

ただ、そうなると、いわゆる立ち行かなくなったとき

どうするのかとか、高齢化の問題どうするのかという

のがやっぱり出てくる。だから、それも踏まえてちょっ

とタイトかもしれんけども、この２年間という設定をさ

せています。 

だから、そこでちょっと無理があるのであれば、今み

たいにおっしゃっていただければ。ただ、その代わり、

例えばこれを３年にするとかいう話になれば、この前の

議会でこれ２年でやりますというのが通ったばっかり、

まだ通ってない、まだ議会終わってないからね。そうい

う話をしたばっかりなので、それをまた変えなあかんと

いうのと。あと、その変える理由というのも出てきます

よね。 

だから、そのこういうところを踏まえた上でちょっと

意見いただけたら。皆さんの総意として、もう２年間と

いうのはちょっと厳しいってなれば、それはそれで、う

ちもちょっと考えて、いろいろ話が必要と思います。 
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利用者の会 尾川さんね、厳しいです。 

利用者の会 同じ人ばかり話すのではなくて、いろんな人の話をし

てもらわんと。では、私のほうの意見を言います。 

これは２年かけて、３つのアイデアをそれぞれの住宅

形態に応じて、実証実験を含めてやる言うたんです

ね。それから住民の方にこういう３つの意見、実証実

験、実際したけどどうでしょうかと、議論はそこで当然

話せばいいことで。 

今までに私たちの利用者の会の要望というのを挙げ

ているわけですよ。こういう点をこうしてくれというこ

とで、50か100ぐらいあったと思いますよ。それで挙

げているので、一応それは当然ファシリテーターを入れ

て議論の俎上に上がるんで。しかも実証実験をして、

幾ら何でも、ここで口でどうのこうの言っても実証実

験しないと分からない部分がほとんど大きいと思うん

ですよ。それを含めてね、こういう結果でしたというデ

ータを見せながら、住民の方と合意形成を図っていく

と。 

で、最初のプランで合意形成、５年かけているんです

よ。だから今回もすぐ合意形成するんじゃなくて、一応

私たちで住民の要求も十分知っていて、実証実験まで

含めた結果で、この結果を住民の皆さんに報告して、

さあ、皆さんどうしますかということを話せばいいん

で。途中で、データも出てないときに、ああせい、こう

せい言うても、それは僕はあんまり、たらればの話ばっ

かりで意味はあんまりないと思います。取りあえず２年

間でやってみて、データもそこで集めて、住民の皆さん

に一度協議をしていただくということで僕はいいか

と、私は思います。 

司会 春木さん、どうぞ。 

利用者の会 どうも、南芦屋浜の春木です。言うの忘れたけど。 

山口さんが言われたの、当然そのとおりだと思いま

す。ただ、ここに書いているのがちょっとね、202６年

１月から３月までに、この５番のとこね。最終代替施設

案の合意。これ、ほかの人が読んだら、あ、これ決まっ

たんだないうことになりますね、住民と我々と協議し
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た上で。 

202６年１月から３月ということは、来年の１月から３

月までに最終の代替施設案の合意と、こうなっている

わけです。ということは、最終の代替施設案の合意と

いうことは、行政と利用者の会等も含めて、住民等も

含めて、ここで合意しますよ。 

それで実証実験いろいろやって、ほんで2027年１月

から３月に公式に承認しますよということですね。そう

いうことなっているので、書いてあるので、これはほか

の人が見たら、ここでもう住民も含めて全ての人でも

う合意したから、もうこれに変えるんだなと見られるん

ちがうかなと、こう思うんです。こうなってくるとワー

キング。 

市 ここ、作成、作成とかのほうがいいかもしれない。 

利用者の会 うん。そやからワーキングでやるときにはね、議事録

とかそんなん公表せえへんからええんやけど、この協議

会というのは、前、昔から個々においてね、私何々です

言うて、それで意見述べて、それが議事録にそのまま

ざーっと載っていきますわね。 

それを芦屋市のホームページのところに載せるわけ

ですわ。そしたらね、これ見たら、私ら以外の議員とか

市長、副市長とかが見たら、ああ、ここで202６年の１

月、３月に最終の代替案合意やと。住民も含めて、みん

なで合意したんや。 

ほんで、実証実験までして、2027年１月、３月には、

代替施設計画の公式承認もやるんだと。ほんで、これ、

どう普通で見て感じる、考えるかいうたら、この間に十

分議論して、一戸建てだろうが、タウンハウスであろう

が、高層住宅であろうが、もう全て議論した上で、実証

実験までやって、公式の承認まで得たんや。ほな、ほか

の人が見たら、議員なんか見たら、ほな、もうこれで終

わりやないか、こうなりますわね。

そやけど、現実はここでこうやって、ここと十分ファシ

リテーター含めて、これまでできんかったやつを短期間

にある程度の筋をつけて決めて、これからまた住民と

議論して、ばっばっと変えていく。なおかつ、新しいあ
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れがでてきたら、それまた採用するかどうか考えよう

やないか。 

もちろん輸送管がまだずっと維持できているとか、自

然災害、地震とかなかった場合ですけどね。そういうこ

とが何ぼなと続くわけですよ。その辺がね、私いつも気

になるけど、議員かて、指定袋のことかて、あの頃も言

いましたわね、あの議員が。そういうのごまかしとった

って分からんやないかって何か言うてるんか、これちょ

っとあんまり、その議事録に具合悪いけど。 

市 私もいいですか、そしたら。 

利用者の会 うん。だからそれなりに非常に気になるところです

わ。 

市 本当ごもっともやと思います。またね、山口さんもお

っしゃっていただいたことも、もっともで、今、尾川の

ほうから御説明したことも。で、恐らくここのメンバー

の皆様は、具体的にどのスケジュールでどんなことを

目指しているかというのが、齟齬があるわけじゃない

と思います。 

で、その上でやはり対外的に特に地域の方に向けて。

我々でしたら議員さんとか、もちろん町内での合意形

成に向けてというところで、やはり御配慮というか、最

終の御指摘いただいているというところ。やはり、そう

いう意味でいうたら、私も最終代替施設案という言葉

なのか、もしくはこの合意とか合意形成という言葉を

誤解ないように使えたらなというのと、あと、一番ラス

トのところの公式承認ですよね、そこが今のように、そ

れぞれの皆さんのお立場でちゃんと理解いただいてい

る方から補足いただけたら多分大丈夫やと思います。 

利用者の会 その辺ね、ちょっとね。 

市 だから、そこの部分、ちょっと言葉尻を考えるか、もし

くは、この2027年３月で何かもうがちっと確定したん

やと。例えば、市のほうが今の条例案を実はひっくり返

って2027年４月以降はもう今のような補修の予算は

実はつけへんようになっているとか、そういうことでは

ないということも含めて、この９番の後に、一旦、ファ

シリテーターの２か年のスケジュールではここを目指す
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と。 

そやけど、この９番以降、その後これを、この案を基

に、このプランを基にこういうことを加えていくという

ような、ちょっと見込みなり予定なりもちょっと書き足

してあげることでもいいかなと。もしくは、この公式承

認とか合意形成という言葉をちょっと考えてみたらい

いかなという気は。 

利用者の会 だから、そうそう。そやからファシリテーターってね、

専門の人が入って、これまで遅れてきたやつを議論し

て、こうやって筋道を立てました。それからまた、その

筋にのっとってやりますよ。 

そやから自治連がね、自治連合会で、もしこの辺が誰

かからの話題になって、これが出たらね。ほんで、ほか

の山手いうか、上の人はどうこれ見て考えるかという

たら、あ、これで金かかっとったけど、ここでもう一旦

もう決めてまうんだなと思われてしまわんようにとい

うことでね。私はどうしてもそういうことが気になる。 

市 これが３月で切っているのは、例えば、今、事務局の

ほうから補足させていただいた、やはりずるずると延

びてもあかんので目標決めたいということですが、そ

れが例えば、あと半年猶予見られないのかどうかとい

うところが、絶対あかんというものでもなく。ただ、じ

ゃあ、もう１年というのでもなく。ただ、あれやね、ファ

シリテーターを役所としても予算立てして契約すると

いうことで、年度単位やから３月で切っているかな、こ

れ。 

市 そうです、そうです。 

利用者の会 そやから、そのファシリテーターを入れて、これまで議

論できてなかったやつをちゃんと議論の筋道をここで

やりますよ。 

市 ということですね。 

利用者の会 ほんで、それ以降に具体的な、実際の部分をやります

よということやね。 

市 見えるような。 
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利用者の会 現状把握が今できてないですよ、はっきり言って。今

のここ、ごみの投入口ね、そこへ700リットルの２基か

３基か５基か分からへんけど、それ置けますかという検

討もした？各地域に。やっぱりそういうのも含めてね、

まだまだやらないかんこと、いっぱいあると思うんで

ね。そやから、十分、その辺頼みますわ。 

利用者の会 もう一つ、潮見町の野村ですけど、最後にいいでしょ

うか。だから５番のとこのね、最終代替が今おっしゃっ

たように、例えば代替案の提示とか、もう少し柔らかい

言葉に変えてもらうと。それから９番のところの公式承

認とかでなく、代替案の計画の最終を目指すとかね、

何かそういう言葉で、ここで切ってしまうという形じゃ

なくて。それと10番に何か持ってくる方法と。 

もう一つは、実際にこのスケジュールどおりでいかな

い場合については、少し時間が遅れても、ごめんなさ

い、それは住民側がそういうふうに要求した場合はお

願いしますということをここで明確にお願いできない

でしょうかね。 

というのは、はっきり言ってね、ここでね、実際、仕事

の中で何か大きなプラントなんかのプロジェクトを、そ

ういう生産のもんやっておられる方というのはね、実

際これみんな話聞いていたら、そんなことやってない

人が、これ、やいやい言うてるみたいな話になるんで

す。で、やっぱりこれはね、ちゃんとスケジュールを立て

てやっていったら、これはちょっと無理があると、私の

経験上からいえば、そう言えます。だから、もう少し時

間持たないと。 

というのは、もう一つ、一番ここでね、大変なんは、住

民の中にいろんな意見が出てくるわけです。それを合

意形成して、ある程度まとめたものを最後持ってきて、

この案でいきましょうというふうにしないと、自治会同

士によってばらばらなものを作ったら、これはやはり利

用者の会としては、やはりできるだけ一戸建てやった

ら一戸建てのところでまとまったもん、高層やったら高

層である程度まとまったもん、中層は中層でまとまっ

たもんというようなものを作らないと、ばらばらのもん

作ってもしようがないですね、 
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これね。だから、そこら辺のところ、合意形成に関して

は少し時間をもらわないと、あんまりわっとやってしま

ったり、トップダウンでやると、ぎくしゃくすることにな

るような気がしてしようがないんですけど。 

市 スケジュールありきというよりは、ファシリテーターと

いう方にどのステップのとこら辺までをしっかり進め

てもらいたいかということがまずあるんですね。それを

２年スパンで考えるか、３年スパンで。そら３年スパンや

ったら、ファシリテーターさん自身もそら余裕はできま

すけど。今、一旦２年ということでのファシリテーター

を目指そうとしているので。 

市 このステップ５に関しては、ちょっと野村さんおっしゃ

るように、例えば代替施設案の作成とか、代替、その最

終というのをちょっと除いて。ちょっと確かに柔らかく

書いたほうがトゲがないのかなと思います。 

あと、９番に関して、ちょっとこの公式承認というの

もちょっと重いのかなと。ただ、さっき山口さんがおっ

しゃっていただいたように、基本的にここで終わりとい

うわけではなくて。 

利用者の会 そうそう、山口さん言うてくれたようにね。 

市 ここで、例えば３つの案があって、それを実際に、その

実証実験としても実際行っていると。ほんで、こんなメ

リット、デメリットがありました。だから、これを地元に

下ろして、ここからが始まりです。ここからが始まりで、

地元に下ろして、やっぱりうちはこれがいいよね、やっ

ぱり戸建てはこれがいいよね、高層はこれがいいよね

という形で賛同いただいてというのが、一番れっきと

した形なんかなと思います。 

ただ、ちょっとファシリテーターさんに関しては、基本

的にはこの今回の予算でも２年という形で、２年とい

うか、来年度から契約行為を行って、その契約日から、

この２年後の３月までという形になっていますので、そ

れ以降に関しては、それはもちろんファシリテーターさ

んはいなくなっちゃいます。 

だから、そのときはまた新たに例えばファシリテータ

ーさん雇うか、それを延長するか、それはまたその議会
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承認というのが要るようになりますので。そういう形

で。ちょっとこのステップ５を柔らかく書くのと。ステッ

プ５、９か、５、９ね。ステップ５とステップ９。ほんで、決

してこれが終わり、最終ではないと。ただ、ここから地

元に、もちろんこのステップ５の時点で下ろしてもらっ

ても結構ですし、ステップ９が終わってから下ろしても

らっても結構ですし。その経過も含めて常時報告して

もらっても結構なので、そういう形で下ろしていただ

けたら、このスケジュールが生きてくるのかなと思いま

す。 

利用者の会 そうやね。山口さんが言われたようにね、その辺が今

も言われたようにね、その辺がちゃんとここに伝わるよ

うにね。 

利用者の会 その書き方。 

利用者の会 特に議員やとか、山手のほうの住民やとか、ほかの人

に伝わるような表現にしといてもらったらね。そやない

と、これ見ただけやったら絶対に勘違いするから。 

市 合意形成ということが、まあ言うたら、広く地域の方

も含めて情報をお伝えしながら、共通認識を図ると

か、共通理解を深めていくというような、多分、意味や

と思います。 

利用者の会 そうそう。 

市 公式の承認というのが、役所として議決取るという

意味の公式承認ではなくてね、単に僕らが実験もせん

と、そういう専門家も入れんと、ここで、このメンバー

だけでああやこうや言うだけで決めたものじゃなくて、

一定の根拠とかステップを踏んで作ってきたものだよ

ということを、多分日本語として言いたいのやと思い

ます。 

利用者の会 そうそう、この辺をね、ちょっとほかの人に分かるよ

うにやっといてほしいと思いますよ。そやから現状把

握ではね、山手のほうの人の、その辺もよう調べとい

て。ほな代替案を決めるときの１つの参考になるわけ

ですわ。そやから、今ね、それも収集事業課の人の意見

を聞いといて。 

利用者の会 ２年間のファシリテーターの。 
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市 目標としてはね。 

利用者の会 契約ということで進めるとして、今後のその方の活躍

というんかな、調整役というんかな、期待したいと思う

んやけどね。何せ、こちらのほうに出てきているのが、

潮見の２名で、芦屋浜の２名。戸建てに関しては、この

４名がほとんど出ていると。ほかの地域、ほかの地区

の戸建て住宅の方が全然出てこられないという状況

で、我々がこれやという決めたものが、他地域のほう

にも要は適用できるんかどうかというようなことはあ

るのでね。 

やはりちょっとその辺のところ、市のほうとしても戸

建て住宅だったら戸建て住宅の代表というのかな、の

方を集めて、こういう動きになっているよというような

ことをね、説明会も必要じゃないかなというように思

うんだけどね。 

我々が、ここに出ているもんがね、これやと決めたと

しても、ほかの地域で合意が得られるかどうか分かん

ない。反対されたら、それこそ地域ごとに、地域ごとに

ばらばらの設備を置くような形になる。それでいいの

かどうかね。その辺のところの調整がやっぱり必要じ

ゃないかなというふうに思いますけどね。 

市 今までも、例えば、今、新浜町を工事していて、その

間、臨時収集になっている場合にこういう形でやらせ

てくれとか、去年の緑町の工事であれば、緑町の方と

話をして、一部潮見町もあったので野村さんとか話し

てもらって、カラスいけいけ置かしてくれとか。で、高

浜８、９であれば、あのカート。あのときは住民代表さ

まと話をさせてもらって導入させてもらったりしてい

ます。 

もちろん、この実際の実証実験のときというのは、こ

れ逆にこの３案作ってもらって、戸建て全部を同じも

のをやったって、多分意味がないので、多分その３案を

ばらばらにすると思います。潮見町はこういう案。で、

浜風町はこういう案。新浜町の戸建てはこういう案。 

で、これでやってみて、やっぱりその、やっぱりこのＡ

案が一番皆さんの満足度が高いよねという形になる

と思います。だから、それはそのＢ案を１回実証実験で
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入れさせてくださいとかいうのは、もちろん市のほう

から、そこの自治会長なり何なりに話をしにいって、い

や、うちはこのこっちやったら多分あかんわ、こっち入

れさせてくれみたいな話はもちろんします。 

だから、そうやって丁寧に説明をしていって、このデ

ータとして、データ収集として、実証実験を行いますの

で。戸建て全部これでとか、大田さんが決めたから、も

うこれになりましたとか、そういう言い方は絶対しない

ので。 

市 その地区が、その地区がこの方針に決まるというも

のではないということなのです。だから、そこら辺も誤

解ないみたい。 

利用者の会 一応、だから尾川さんのおっしゃるように、サンプル

で、それぞれで置いてみて、どれが戸建て住宅で一番

ベターかなというのを選択した上で、市のほうで導入

するよということでよろしいんかな。 

市 そうです、そうです、はい。 

利用者の会 それともう一つ、７ページの６の１のね、費用負担の割

合というところが題されているけども。条例では一応

設備に関する、設備投資に関しては市が負担する、維

持管理に関しては住民があれするという文章になって

いたと思うけどね。この文章だけ見てみると、何か費

用分担、市と住民との費用分担が可能なのかというよ

うな捉え方にもなると思うんだけれど、この辺、これは

どうなんですか。 

市 基本的には条例で定めたとおりと、うちは考えていま

す。ただその、それこそ潮見町の方、維持管理が厳しい

よという話をされているので。だから逆に維持管理が

厳しいのであれば、その維持管理にほとんどお金がか

からないとか、ほとんど更新をしなくていいような設

備という形を考えなければいけないな、とは思ってい

ます。 

市 市はあくまでも、あくまでも維持管理は、初期費用を

市が持つ。維持管理は住民の皆さんでやってもらうと

いうのは、スタンスは変わってないですよ。ただ、この

意見としてあって、何回もそれ言っているのですけど、
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やっぱりその意見がずっと出てくるじゃないですか、厳

しい、厳しいという話が。だからファシリテーターの方

に整理をしてもらうために、こう書いているだけで、基

本的に市のスタンスは何度もいうように、維持管理は

住民の方に見てもらうという形です。 

利用者の会 条例に書いてあるとおり。 

市 そう、条例に書いてあるとおり。 

利用者の会 そやけど、議員のほうにも言ってほしいんやけど、45

年間で約８5億円。ほんでパイプラインが30年間、32

年間か、の間では54億円よ。計画しているわけやん

か。 

それで今のとこ、５年間が過ぎて中間、１ステップの

中間報告やっているように、ＴＭＥＳやら利用者の会や

ら、みんなで協力して、ある費用を抑えていっているわ

けです。ほんで、今の状況になっている。そういうこと

もね、そら今は増えてきているかも分からんけど、増え

るからということで、ああいう費用にしてきているんや

から。 

そういうこともね、十分議員にも言ってほしいんや。

ちゃんと54億。ほんでパイプラインではね。ほんでその

中で、今、５年過ぎました。令和元年から５年。５年度が

過ぎました。そしたら計画していたより、今はかなりそ

の費用を抑えています。その辺の状況もね、ちゃんとや

っぱり議員にもちゃんと言ってほしいんやわ。 

市 もちろん今回もそれ聞かれたので、その話をして。 

利用者の会 そう、理解せえよと。 

市 予定よりもかなり低額な金額で、今、推移しています

という話はしています。 

利用者の会 そうそう、中間報告、ちゃんとして。 

利用者の会 まあ尾川さんが言われた、その立ち行かなくなった状

況というのが、今のその輸送管の老朽化でかなり費用

がかかっていくよということが、今後ちょっと維持管理

が非常に難しいと。大規模修繕というのかな、そういう

のに当たるから、もうちょっと急ぐ必要があるなという

ふうに捉えるんか、一応、条例では芦屋浜に関しては
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25年、南芦屋浜に関しては32年間ということで決ま

って。決まっているけども、利用者の会、ワーキング・グ

ループを含んで、ちょっとこの輸送管の状況では非常

に維持には、維持していくには非常に難しいなという

ことで、この代替案に関して急ぐ必要あるんちゃうか

なというふうに、話が進んどると思うんだけどね。 

市 そうです、そうです。 

司会 はい、すみません。皆さん、意見いただいて、まだ意見

いただいてない方。 

利用者の会 もう１点。 

司会 すみません、ちょっと意見いただいてない方からいた

だいてですね。 

利用者の会 もう１点だけ。あれですわ、山口委員長がね、日々苦

労して、いろんな資料をね、作られて本当大変やと思

うんですよ。これだけ一生懸命頑張られて、それと「ト

ラブルＺＥＲＯ化」とかね、企画されて、利用者の会にも

説明して、一生懸命やられてね。 

ほんで、市にお願いしたいのは、この間もホームペー

ジ見たらね、更新日、３月11日やったかな。若葉町でご

みによるパイプラインの閉塞が発生しています。一部停

止しています。そこに書いてあるの見たら、原因調査済

み。輸送管にごみが堆積したため。それね。 

司会 春木さん、すみません。その話は今度のワーキングで

やりましょう。 

利用者の会 ワーキングでね。 

司会 今回の臨時は、ファシリテーターの来年度の導入に関

しての協議会をさせていただいて。 

利用者の会 それをね、要は。せやから、それね、ちょっと部長さん

も出てきているんで。それを堆積したためやなしに、何

で堆積したんやということをもっと住民に厳しく。 

司会 それは、はい、それは部長のほうにも情報共有させて

いただきたいと思いまして。 

市 ありがとうございます。厳しく。 

利用者の会 分かっている？厳しく。 
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市 はい、分かりました。 

利用者の会 何でや、何で堆積したんやということ。 

司会 友田さんもその件については気にされていますの

で。で、また、来週のワーキングのほうで議論して啓発

等進めさせていただきたいと思いまして。 

市 来週やりましょう。 

司会 ちょっと友田さんから御意見いただきたいなと思い

ますので。 

利用者の会 来週。今日も変わってへんかったから。 

利用者の会 質問２つです。利用者の会の友田ですけれども。再確

認ですけれども、市条例で住宅形態によってというこ

とで、具体的にいうたら、戸建て、それからタウンハウ

ス、それから高層、中層、４つですね。 

ですから、大田さんが気にされていた、要するに戸建

てであれば、全部。例えば潮見南、それから新浜町、そ

れから潮見のありますよね。それが統一ではないわけ

ですね。例えば潮見南であったら、この形態。ほかの戸

建てであれば、この形態。それは各自治会の管理組

合、自治会がやっていますから、それは統一することは

ない。ばらばらでも最悪はしゃあないねと。ほな、高層

でも、中層でもそういう、それからタウンハウスでも。

例えば、そういう考え方でいいんですね。 

司会 はい。 

利用者の会 ですね。 

司会 はい。 

利用者の会 だから、ちょっと待ってね。先ほどの話だったら、サン

プルで、サンプルで１回やってみて。潮見の人はこうい

うの入れたよと、ほかではこういうの入れたよと。で、

比較してみたら一番、戸建てだったら戸建てで、これが

やっぱり一番よさそうだなと、よいなということでもっ

て、それを市が統一した形で。 

市 だからベストは、例えば統一していたら、カート式であ

れば、パッカー車自身もそのカート、着脱式のやつをす

れば、全部触れずに、ごみに触れずにできるから、ベス

トです。ただ、その、やっぱりカートを置く場所がないと
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か、カートを維持管理していくのであれば、例えば金属

ボックスのほうがいいよという自治会があるのであれ

ばね、そこはやっぱり市として、それをあらがうことは

できないと思うのです。 

だから、例えばこの３案の中には入れてほしいけど

も、その３案の中のどれをチョイスするのかというの

は、やっぱりその基本的にはその自治会単位かな、ちょ

っとそれは分からへんけども、選んでもらうような形に

なると思います。 

ただ、やっぱりその中でも、この３つの中でもこれが

一番いいよという、実証実験でのいろいろなデータは

出てくるとは思いますけどもね。 

利用者の会 だから自治会単位という理解で、同じ一戸建てでも、

自治会単位で違うものを導入したねということはオー

ケーなのですね。はい。それから、あと１つ。 

利用者の会 ちょっと議論がね、何かこれからやるような議論が、

またぶり返しているみたいな話になっている。 

利用者の会 いやいや、再確認です。大田さんがちょっと誤解をさ

れとったから。一戸建てで、これ統一せないかんとい

う。 

利用者の会 誤解になるんかどうか分からんけど。 

利用者の会 今日の議題はこれファシリテーター、導入することに

ついてでしょ。 

司会 すみません、来年度のファシリテーター導入に関して

の。 

市 そやね。 

司会 御意見で、まだ発言いただいてない方。浅田さんと

か、どうですかね。いろいろ意見いただいているところ

もありますし、スケジュール等については見直しが発生

するかもしれないですけど、ひとまず来年度こういう

部外者というか、そういう方を入れて、導入していきた

いというふうに考えておりまして。よろしい？一言お願

いしてよろしいですか。 

利用者の会 一言ぐらいがどれぐらいなのか。と言いながらも、実

証実験というものに対してね、皆さん、あんまりイメー
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ジが湧いてないんじゃないかと思うんですよ。 

要するに、何かちょろっとやったらできるように考え

られているかもしれないけども、それなりの準備と、そ

れから実際にそこに関わる人に対する周知ですね。そ

れがかなり難しいところなんですよね。ですから、ここ

で、これで最後決まるとは思えないし、改善案とかいう

やつも、やり出したら２回、３回必要になってくると思

う。ですから、この２年目のやつが、かなり無理がある

んです、これはね。 

ですから、一応、私としたらやっぱりね、代替施設案

の５番なんていうのは、合意じゃなしに提示ぐらいにし

といたほうがいいと思うんですよね。こういう案が出

ましたよと。こういう案の中のこれが今、優秀、一番よ

くて、次の案がこれですよというような形で、１つに決

めきるわけでなくてもいいと思うんですけども、取りあ

えず、そういう最終案、提示、ここでしましたと。どうい

う形になるか、１つに絞ってもいいんですけど。 

で、最後のところは代替施設の計画ですね。これの何

か、どう言うんですかな、最終のものは決まらないと思

います、ここで。実証実験して、最後にこう、いろいろと

したとしても、ここでは無理かなと。実証実験そのもの

がここで終わらないんではないかと思うし、データの収

集もできないと思うし、問題点の整理もできない。 

ですから、やることに対する対象が違いますけどね、

普通のごみ処理に関する、いろんなことをしようとした

ら、まずデータをきちんと確認した上で、基本設計をや

って、そういうあともう少し具体的な設計やって、その

段階で実証実験をしようという話なんですね。だから、

その検討の段階が抜けていて、いきなり実証実験に至

ったりする。ですから、かなりこの辺は問題があるなじ

ゃないかなと見ています。 

ですから、ここのところに、カートを１つ置くのか、２つ

置くのか。そういったところから含めて、きちんとその

前の、１年目にその検討だけでもできるかという。そう

いうことがあるので、かなりここ、急いでいる、ものす

ごく厳しい内容なので、ここで終わるというふうに見せ

かけないほうがいいと思います。要するに、ここまで検
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討しましたと。で、継続しますよというイメージを強く

打ち出しといたほうがいいと思います。 

で、結局、何ですか、こういうものでまず方向性決め

た上に、次にさらに案の絞り込みと、それから改善と。

それに住民を説明とか。そういう期間がその後に来ま

すよというね、流れを介さないといかんかなと思いま

す。だから方向性は決められると思うんですけどね。 

だから、そこら辺が、ちょっとこれの最終のところが、

ここで決まりました的な感じにはしないほうがいいと

思います。そうしないとファシリテーターの方、多分ノイ

ローゼになると思います。ですから、そういう意味での

長い計画の中の第一段階という位置づけを強く出し

たほうがいいんじゃないかと思います。以上です。 

司会 はい、ありがとうございます。 

利用者の会 最後に、ちょっと一言だけいいでしょうか。 

司会 一言で。そろそろ。 

利用者の会 １個だけのことですけどね。 

司会 それはファシリテーター、要件の導入に関することで

すか。それとも、今後ファシリテーターを入れて検討し

ないといけない課題の件ですか。 

利用者の会 この前、課長が、質問について答えられたことで、ち

ょっと違うと僕思うんで、それだけ訂正しとこうと思っ

て。一戸建てに関してはね、南芦屋浜と潮見と新浜と

は、一応連携しています、連携してやっています。た

だ、そのときに浜風も入れたかったんやけど、浜風に

関しては誰が担当で、はっきりしなかったんで、入って

いただけなかったという経緯があります。 

市 緑町も、緑町もあるので。 

利用者の会 緑町も一緒なんです、自治会がはっきりしてなくて

ね。誰が担当者や分からへんっていうので。だから、で

きるだけ、その入れれば、ある程度意見は統一できる

と考えています。 

市 それは物すごくありがたいことです。あとは新浜に。 

利用者の会 基本的にはそういう考え方やということなんでね。ち

ょっと課長、そこが認識が違うんで、それだけ説明しと
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きます。 

市 ありがとうございます。 

利用者の会 はい。 

司会 はい、ほかに。ありますか。 

では、文章については、ちょっと修正させていただい

て、修正後に関しては、山口様御一任という形でよろ

しいですかね、利用者の会様としては。で、先ほど浅田

さんの意見もいただいた分とか、ちょっとその合意形

成という言葉についても、山口様と調整させていただ

いて。 

ただ、スケジュールの全体像とかがないと、ファシリテ

ーターの方も１年の契約後にどういうふうに進んでい

くのかが見えないというところもありますし、スケジュ

ールに際してはいろいろあると思いますので、リスケ等

もあるかと思います。それはまた来年度ワーキング通

しても踏まえていきたいということで。それでは最後、

ちょっと決採らせて、決というか、採らせていただきた

いのですけど。採決採らせていただきたいのですけ

ど、来年度ファシリテーター導入することについて、異

議なしでよろしいですかね。 

利用者の会 それは問題ないと思います。 

利用者の会 異議なし。 

司会 はい、ありがとうございます。 

市  ありがとうございます。 

司会 では、本日の第47回パイプライン協議会の臨時会に

ついて終了とさせていただいてよろしいですかね。そ

の他につきまして、ちょっと分別等については、来年

度、来年度じゃない、来週にワーキングがあって、先ほ

ど春木さんからもあったように多々ちょっといろんな、

３月中旬過ぎると、たくさん何か不適切物があってで

すね。 

利用者の会 そうそう。ホームページに掲載するんやったら具体的

なことをはっきりと。ただ、詰まりましたというんじゃ

なしに、何で詰まったかということを。 
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司会 それが難しいのです。もう詰まったことだけの情報が

ひとまず欲しい人と、その原因と、今、どういう状況な

のかというのもあるので、それについては、ちょっとま

たワーキングで話し合いさせていただきたいと思いま

す。 

利用者の会 そやから考えることでもね、水が入ったからこう詰ま

ったんですよいうか。 

市 あれ、なかなか原因追及を全部やっていったら、ちょ

っと時間がかかってしまう。 

利用者の会 幾つかありましたって、調べているところですって書

いといてくれたらええ。 

利用者の会 まあ住人起因の閉塞っていうのかな、に関しては、市

さん側としては何も謝罪する必要ないねん。 

司会 それは、はい。 

市 ええ、そういただいているので。 

司会 山口様からも意見いただいているので。 

市 ちょっと文言は少し変えております。 

利用者の会 こういうふうに注意してくださいということ。 

市 なので、確かにその例えば詰まっていて、中、例えばＴ

ＭＥＳが入ったり、取っていっているじゃないですか。そ

れを手前から取っていっているから、そこで包丁があ

ったり、毛布があったり。それも詰まる原因やけども、

そいつらよりももっと前にもおるのですよ。だから、そ

いつらが原因かどうか分からないのですね。だから、そ

の一番解消したときに、ああ、こいつが悪かったのかと

いうのが分かることが多いし。 

利用者の会 まあまあ、そこで、そこで考えずに。 

市 それでも、そいつが飛んでいったら分からんこともあ

る。 

利用者の会 そこまで考えずに包丁を捨てる。 

利用者の会 山口さんがね、細かいこと、過去からのやつをずっと

整理してくれてはりますわ。 

利用者の会 蓄積やからな、それ。 
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利用者の会 それ、またワーキングでちょっと議論してね。 

司会 はい。ワーキングで議論させていただきたいと思いま

す。 

利用者の会 いや、もうそういった意味ではね、こういうものがあ

ったから詰まった事例がありますよと。だから過去の

事例から言うと、こういうものがこれだけ積んで、こう

いうようになりますよと。 

利用者の会 そうそう。だから具体的なやつを挙げたらええねん。 

司会 はい。 

利用者の会 考えられますって。 

利用者の会 周知できないと意味がない。 

司会 挙げます。 

利用者の会 そう、挙げといたらええ。 

利用者の会 具合悪いものいっぱい挙げとかないけないですよ。 

利用者の会 挙げとかなあかんで。 

司会 最後、山口さんから一言。 

利用者の会 じゃあ、私と市とで、ちょっと先ほどの文言の件、それ

から10番も入れたらいいかなという御指摘の件。 

利用者の会 ああ、そのほうがええと思うわ。 

利用者の会 また皆さん方に御連絡します。それと、最後に一言。

やっぱりファシリテーターは要るなと思いました。 

司会 はい。私も思いました。どこで切ろうという。はい、で

は、本日、第47回、すみません、休みのときに出てきて

いただいてありがとうございました。 

司会 また来週、よろしくお願いいたします、1９日。はい、

失礼いたします。 


